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 恵那市では、恵那市環境基本条例に基づく基本計画として「恵那市環境基本計画」を策定（平成 19

年 3 月策定、平成 23 年 3 月改定）し、計画の基本理念である「人･地域･自然が調和した交流都市 ～青

と緑と太陽と土を生かす～」の実現に向けて、市民、事業者、行政が一体となり、環境保全に向けた施

策の推進を図ってきた。 

 現行の「恵那市環境基本計画」（以下、「現行計画」という。）は計画期間を平成 27 年度までとしてお

り、現行計画の施策の進捗状況や社会情勢の変化を踏まえた改定を行うものである。 

 

 

 恵那市環境基本条例に基づき、恵那市総合計画の環境に関する部分について、中長期的視点により計

画的に将来像の実現を目指すためのものである。 

 

 

 

 
 

 「人･地域･自然が調和した交流都市」は恵那市総合計画における市の将来像である。 

 環境基本計画では、「青＝澄んだ空気と水」、「緑＝多くの森林に代表される自然」、「太陽＝自然の恵

みを感じることのできる健康」、「土＝大地の恵みを受けた生活や大地に根ざした人の活動」を環境の将

来像の実現に向けた市内全域にわたる共通のキーワードとし、次世代に安心して暮らせる恵那をつない

でいく思いを込めている。 

 

 実施期間は、平成 18 年度から 10 年間であり、恵那市総合計画の基本計画の節目となる時期（平成

22 年度、平成 27 年度）に合わせて実施状況を確認し、その状況に応じて必要な部分について見直しを

行うこととしている。 
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 実施主体は、恵那市民、恵那市で事業を行う事業者及び恵那市にかかわる行政機関･各種団体である。 

 

 実施対象地域は、恵那市全域（大井町、長島町、東野、三郷町、武並町、笠置町、中野方町、飯地町、

岩村町、山岡町、明智町、串原、上矢作町）である。 

 

 現行計画の目次構成は、以下のとおりである。 
 
 

第 1章 基本的な事項 

   1.1 計画の背景･目的 

   1.2 計画の位置づけ･役割 

   1.3 計画の理念 

   1.4 計画の実施期間 

   1.5 計画の実施主体 

   1.6 計画の実施対象地域 
 

第 2章 環境の現況と課題 

   2.1 恵那市の概況 

   2.2 消費と廃棄 

   2.3 環境測定 

   2.4 生物多様性の保全 

   2.5 自然と人との関わり 

   2.6 文化や自然とのふれあい機会の創出 

   2.7 環境向上への取り組み 

   2.8 暮らしと地球環境 

   2.9 省エネルギーと新エネルギー 

   2.10 環境の課題 
 

第 3章 計画の重点テーマ 
 

第 4章 今後の取り組み 

   4.1 市内全域の共通施策 

   4.2 地域別の取り組み 

   4.3 地域を越えた取り組み 
 

第 5章 計画推進の方策 
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 現行計画の概要（体系）は、以下のとおりである。 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（造林･林道整備、地域産材の利用促進 等） 

（動物･植物の生息･生育環境の保全と鑑賞 等） 

（農業活動の維持、耕作放棄地対策） 

（汚濁水流出の抑制、水量の確保、水質の改善･監視） 

（水源地の環境改善、河川環境の改善 等） 

（監視体制の整備、市･市民･地域の連携 等） 

（処理施設の整備、処理方法の徹底 等） 

（ゴミの減量化、啓発の推進） 

（きれいな町の維持、恵那独自のルールづくり 等） 

（温室効果ガスの排出量削減 等） 

（交流機会の活用、統一目標への行動確認 等） 

（地域エネルギーや新エネルギーの導入 等） 

（子供たちへの学習機会の充実 等） 

（活動組織への支援、行政主体の市民活動実施 等） 

（地域資源の保全、生活環境の保全･改善 等） 

■基本的視点 

維持･保全：現在の環境がさらに悪くならないように対策を施すこと 

創 造：新たな環境をつくりだすこと 

参画･連携：様々な立場の人や組織が参加し、協働しながら活動をおこなうようにすること 

整 備：施設をつくったり仕組みを整えること 

合意形成：異なる意見や考えをまとめ、共通の目的や意識を持つようにすること 

活 用：今まであった施設や資源に、新たな価値や利用の向上をはかること 
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 計画改定のスケジュールは、以下のとおりである。 

 

 平成 27 年 平成 28 年 

8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 

環境の現況の整理 

 
                        

上位計画･関連計画の情報収集、整理 

 
                        

現行計画の進行状況の検証 

 
                        

新規事業の調査･整理 

 
                        

施策の方向性･体系等の検討 

 
                        

恵那市環境基本計画策定委員会の開催 

 
        ○    ■ ◆    ■     ■ ◆ 

パブリックコメントの実施 

 
                        

恵那市環境基本計画の作成 

 
                        

恵那市環境基本計画･概要版の作成 

 
                        

○：事前内部会議  ■：恵那市環境基本計画策定委員会  ◆：恵那市環境審議会 


